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【年通号数】公開・登録公報2011-023
【出願番号】特願2009-270330(P2009-270330)
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【手続補正書】
【提出日】平成24年11月22日(2012.11.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークで接続されたコンテンツサーバーから、或いは蓄積メディアから、少なく
ともフレーム内符号化画像情報、及びフレーム間順方向予測符号化画像情報を含むシーケ
ンスで構成され、かつタイムスタンプ情報を含むコンテンツを複数の映像情報再生装置で
受信し、前記コンテンツを前記映像情報再生装置で復号し再生する映像情報再生方法であ
って、
　複数の映像情報再生装置の中から、再生時刻の基準となる映像情報再生装置を決めて、
それぞれの映像情報再生装置と、基準となる映像情報再生装置との間の再生時刻の誤差を
検出する検出ステップと、
　基準となる映像情報再生装置から遅れている場合は、遅れ時間に応じて再生する符号化
されたコンテンツのフレーム数を、基準となる映像情報再生装置が再生するフレーム数か
ら減じ、基準となる映像情報再生装置から進んでいる場合は、進み時間に応じて再生する
符号化されたコンテンツのフレーム数を、基準となる映像情報再生装置が再生するフレー
ムに加算して、再生するフレーム数を調整する調整ステップと
　を有することを特徴とする映像情報再生方法。
【請求項２】
　前記それぞれの映像情報再生装置と前記基準となる映像情報再生装置との間の再生時刻
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の誤差を検出するステップにおいて、コンテンツサーバーが、各映像情報再生装置から通
知される再生時刻を集計し、平均値に最も近い再生時刻の映像情報再生装置を基準とする
ことを特徴とする請求項１に記載の映像情報再生方法。
【請求項３】
　前記それぞれの映像情報再生装置と前記基準となる映像情報再生装置との間の再生時刻
の誤差を検出するステップにおいて、コンテンツサーバーが、各映像情報再生装置から通
知される再生時刻を集計し、最も遅れた再生時刻の映像情報再生装置を基準とすることを
特徴とする請求項１に記載の映像情報再生方法。
【請求項４】
　前記それぞれの映像情報再生装置と前記基準となる映像情報再生装置との間の再生時刻
の誤差を検出するステップにおいて、コンテンツサーバーが、各映像情報再生装置から通
知される再生時刻を集計し、最も進んだ再生時刻の映像情報再生装置を基準とすることを
特徴とする請求項１に記載の映像情報再生方法。
【請求項５】
　前記検出ステップで検出された再生時刻の誤差が、前記調整ステップによる調整により
同期化が可能な範囲内のものかどうか判断する判断ステップと、
　上記判断ステップで同期化が可能な範囲内のものではないと判断された場合、現在再生
中のコンテンツの再生を中断し、バッファメモリに蓄積されているコンテンツのデータを
破棄する破棄ステップと、
　再生を中断した映像情報再生装置において、次のコンテンツを受信した時点より、コン
テンツのデータをバッファメモリに蓄積する蓄積ステップと、
　次のコンテンツを、基準となる映像情報再生装置が再生を開始したタイミングを、前記
再生を中断した映像情報再生装置がコンテンツサーバーから通知を受け、その通知を受け
たら、次のコンテンツの再生を開始する開始制御ステップと
　をさらに有することを特徴とする請求項１に記載の映像情報再生方法。
【請求項６】
　前記フレーム内符号化画像情報、及びフレーム間順方向予測符号化画像情報がＭＰＥＧ
２またはＨ．２６４で符号化されたものであることを特徴とする請求項１乃至５のいずれ
かに記載の映像情報再生方法。
【請求項７】
　ネットワークで接続されたコンテンツサーバーから、或いは蓄積メディアから、少なく
ともフレーム内符号化画像情報、及びフレーム間順方向予測符号化画像情報を含むシーケ
ンスで構成され、かつタイムスタンプ情報を含むコンテンツを複数の映像情報再生装置で
受信し、前記コンテンツを前記映像情報再生装置で復号し再生する映像情報再生システム
であって、
　複数の映像情報再生装置の中から、再生時刻の基準となる映像情報再生装置を決めて、
それぞれの映像情報再生装置と、基準となる映像情報再生装置との間の再生時刻の誤差を
検出する手段と、
　基準となる映像情報再生装置から遅れている場合は、遅れ時間に応じて再生する符号化
されたコンテンツのフレーム数を、基準となる映像情報再生装置が再生するフレーム数か
ら減じ、基準となる映像情報再生装置から進んでいる場合は、進み時間に応じて再生する
符号化されたコンテンツのフレーム数を、基準となる映像情報再生装置が再生するフレー
ムに加算して、再生するフレーム数を調整する手段と、
　を有することを特徴とする映像情報再生システム。
【請求項８】
　前記それぞれの映像情報再生装置と前記基準となる映像情報再生装置との間の再生時刻
の誤差を検出する手段において、コンテンツサーバーが、各映像情報再生装置から通知さ
れる再生時刻を集計し、平均値に最も近い再生時刻の映像情報再生装置を基準とすること
を特徴とする請求項７に記載の映像情報再生システム。
【請求項９】
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　前記それぞれの映像情報再生装置と前記基準となる映像情報再生装置との間の再生時刻
の誤差を検出する手段において、コンテンツサーバーが、各映像情報再生装置から通知さ
れる再生時刻を集計し、最も遅れた再生時刻の映像情報再生装置を基準とすることを特徴
とする請求項７に記載の映像情報再生システム。
【請求項１０】
　前記それぞれの映像情報再生装置と前記基準となる映像情報再生装置との間の再生時刻
の誤差を検出する手段において、コンテンツサーバーが、各映像情報再生装置から通知さ
れる再生時刻を集計し、最も進んだ再生時刻の映像情報再生装置を基準とすることを特徴
とする請求項７に記載の映像情報再生システム。
【請求項１１】
　前記検出手段で検出された再生時刻の誤差が、前記調整手段による調整により同期化が
可能な範囲内のものかどうか判断する判断手段と、
　上記判断手段で同期化が可能な範囲内のものではないと判断された場合、現在再生中の
コンテンツの再生を中断し、バッファメモリに蓄積されているコンテンツのデータを破棄
する破棄手段と、
　再生を中断した映像情報再生装置において、次のコンテンツを受信した時点より、コン
テンツのデータをバッファメモリに蓄積する蓄積手段と、
　次のコンテンツを、基準となる映像情報再生装置が再生を開始したタイミングを、前記
再生を中断した映像情報再生装置がコンテンツサーバーから通知を受けたら、次のコンテ
ンツの再生を開始する開始制御手段と
　をさらに有することを特徴とする請求項７に記載の映像情報再生システム。
【請求項１２】
　前記フレーム内符号化画像情報、及びフレーム間順方向予測符号化画像情報がＭＰＥＧ
２またはＨ．２６４で符号化されたものであることを特徴とする請求項７乃至１１のいず
れかに記載の映像情報再生システム。
【請求項１３】
　ネットワークで接続されたコンテンツサーバーから配信される、或いは蓄積メディアか
ら、少なくともフレーム内符号化画像情報、及びフレーム間順方向予測符号化画像情報を
含むシーケンスで構成され、かつタイムスタンプ情報を含むコンテンツであって、
　本編の最後のフレームと同じ内容の映像を表示するためのフレーム内符号化画像情報、
及びフレーム間順方向予測符号化画像情報が、再生同期調整用のフレームとして、本編の
最後のフレームの後に複数枚追加されている
　ことを特徴とする映像情報コンテンツ。
【請求項１４】
　前記フレーム内符号化画像情報、及びフレーム間順方向予測符号化画像情報がＭＰＥＧ
２またはＨ．２６４で符号化されたものであることを特徴とする請求項１３に記載の映像
情報コンテンツ。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
　一方、ＤＶＤやＢｌｕ－ｒａｙプレーヤーなどの、ＭＰＥＧデータを再生する機器は、
デコーダのバッファがアンダーフローや、オーバーフローを起こさないよう、蓄積メディ
アから、データの読み出しを行うため、一般にはＰＣＲを使ったシステムクロックの時刻
補正は必要では無い。そのため、例えば、これらの蓄積メディアから読み出されたデータ
を複数の再生装置に送り、該複数の再生装置で表示を行った場合、数時間後には、システ
ムクロックのばらつきのため、同期がずれてしまうことがある。
【手続補正３】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
　図３はバッファメモリ１２の容量の遷移を示す図である。ＣＰＵ２１はバッファメモリ
１２の容量を常にモニターしており、バッファメモリ１２の残量を逐次コンテンツサーバ
ー４１に通知している。
　コンテンツサーバー４１がデータの送信を行なっていない状態で、再生装置が再生を行
ない、その結果バッファメモリ１２のデータ残量が下限値（第１の所定の閾値）ＳＲ１ま
で減少すると、コンテンツサーバー４１は再生装置４２に対してデータの送信を開始（再
開）し、バッファメモリ１２の残量が上限値（第２の所定の閾値）ＳＲ２に達すると、コ
ンテンツサーバー４１は再生装置４２に対するデータの送信を停止する。
　次にバッファメモリ１２の残量が下限値ＳＲ１まで減少すると、コンテンツサーバー４
１はデータの送信を再開する。
　以上の動作を繰り返すことで、バッファメモリ１２のデータ残量が上限値ＳＲ２と下限
値ＳＲ１との間に収まるよう送信データの制御を行う。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２６】
　コンテンツサーバー４１から再生指示が出されると、各再生装置４２において、バッフ
ァメモリ１２のＴＳデータのそれぞれのパケットはデマルチプレクサ１３に送出され、該
パケットのＰＩＤに従って映像情報、音声情報、ＰＳＩ／ＳＩ情報とに分離される。分離
された映像情報はビデオデコーダ１４へ送出され、デコードされた映像信号は、外部表示
装置３１に出力される。また分離された音声情報は、オーディオデコーダ１５へ送出され
、デコードされた音声信号は音声出力装置（図示せず）に送られ、音声が出力される。映
像と音声の再生が開始された後も、コンテンツサーバー４１からデータの送信が続けられ
る限り、バッファメモリ１２内の残量は時間とともに増加していく。但し、増加の速度は
、再生装置で再生を行なっていないときに比べると遅くなり、そのため、再生開始より後
の残量曲線の傾きは小さくなる。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５２】
　上記の場合、基準時刻から遅れた再生装置４２の、現在再生中のコンテンツの総再生時
間は、基準となっている再生装置４２に対して、２フレーム分だけ短くなり、再生時刻が
進んだ再生装置４２の、現在再生中のコンテンツの総再生時間は、基準となっている再生
装置４２に対して、３フレーム分だけ長くなる。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５３】
　図１１は、コンテンツの切り替わり前後の、各再生装置４２の再生時刻の遷移を表した
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図である。上記のシーケンスに従って再生を行うと、基準時刻に対して、遅れている再生
装置４２は、現在再生しているＴＳデータの総再生時間を、遅れた分だけ基準となってい
る再生装置４２より短くし、進んでいる再生装置４２は、現在再生しているＴＳデータの
総再生時間を、進んだ分だけ基準となっている再生装置４２より長くすることで、次のコ
ンテンツのＴＳデータの再生の開始タイミングを１フレーム以内の時間差以下にあわせる
ことが可能となる。
【手続補正７】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【図４】
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